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第4回 

美
郷
町
国
民
保
護
計
画
な
ど

十
三
件
を
可
決
・
同
意

　
平
成
十
九
年
第
四
回
町
議
会
定
例
会
が
六
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
四
日

間
開
か
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
定
例
会
で
は
、
こ
の
ほ
ど
策
定
し
た
美
郷
町
国
民
保
護
計
画
の
報
告
の

ほ
か
、
平
成
十
九
年
度
一
般
会
計
お
よ
び
特
別
会
計
補
正
予
算
な
ど
十
三
件
の
議

案
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
　

町
長
の
行
政
報
告（

一
部
抜
粋
）

行
政
区
の
再
編
な
ど
に
つ
い
て

　
四
月
二
十
五
日
に
町
内
三
地
区
で
行
政
協

力
員
会
議
を
開
催
し
、
昨
年
度
に
統
一
し
た

行
政
協
力
員
の
役
割
や
行
政
区
へ
の
補
助
制

度
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
昨
年
度
の
行
政
区
再
編
の
状
況
で
す

が
、
四
月
一
日
現
在
で
六
郷
地
区
で
は
四
十

二
行
政
区
か
ら
三
十
七
行
政
区
、
仙
南
地
区

で
は
七
十
二
行
政
区
か
ら
五
十
五
行
政
区
と

再
編
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

　
公
共
施
設
の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
す
が
、

公
共
施
設
、
望
ま
し
い
学
校
規
模
の
検
討
お

よ
び
温
泉
施
設
の
あ
り
方
の
３
つ
の
柱
で
の

検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。
現
在
は
、
各
公
共

施
設
の
基
礎
デ
ー
タ
の
収
集
や
全
体
的
な
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
作
業
を
行
っ
て
お
り
、
今

後
、
作
業
の
進
捗
に
あ
わ
せ
て
ご
報
告
し
て

ま
い
り
ま
す
。

税
源
移
譲
に
つ
い
て

　
三
位
一
体
改
革
に
伴
い
、
地
方
自
治
体
が

自
主
的
に
財
源
の
確
保
を
行
い
、
よ
り
身
近

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
自
ら
の
責
任
で
効
率
的

に
行
え
る
よ
う
、
国
の
所
得
税
か
ら
地
方
の

住
民
税
へ
税
源
が
移
譲
さ
れ
ま
す
。
本
町
で

は
、
こ
の
税
源
移
譲
お
よ
び
定
率
減
税
の
廃

止
等
に
よ
る
影
響
額
は
一
億
四
千
三
百
万
円

増
と
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。

生
活
バ
ス
路
線
に
つ
い
て

　
去
る
三
月
三
十
日
付
け
で
羽
後
交
通
株
式

会
社
よ
り
経
営
改
善
、
経
営
改
革
の
一
環
と

し
て
管
内
十
四
路
線
の
廃
止
、
一
部
廃
止
の

申
し
出
が
あ
り
、
美
郷
町
に
つ
い
て
は
平
成

二
十
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
、「
湯
ノ
沢
線
」

「
板
見
内
線
」の
二
路
線
を
廃
止
、「
千
屋
線
」

の
川
口 

― 

奥
羽
山
荘
間
一
部
区
間
を
廃
止

し
た
い
旨
の
協
議
が
あ
り
ま
し
た
。

　
町
で
は
、
こ
の
三
路
線
の
う
ち
廃
止
と
な

る「
湯
ノ
沢
線
」「
板
見
内
線
」に
つ
い
て
は
、

通
勤
通
学
を
は
じ
め
地
域
の
公
共
交
通
と
し

て
の
役
割
は
大
き
い
も
の
と
認
識
を
し
て
お

り
、
特
に
、「
湯
ノ
沢
線
」に
つ
い
て
は
、
千

畑
温
泉
ま
で
の
運
行
延
長
に
よ
り
温
泉
利
用

に
大
き
く
寄
与
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
生
活

バ
ス
路
線
と
し
て
の
補
助
と
単
独
に
よ
る
事

業
者
負
担
補
て
ん
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　
今
後
は
、
大
仙
市
と
連
携
を
図
り
な
が
ら

対
応
等
を
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

家
庭
ご
み
の
有
料
化
に
つ
い
て

　
町
で
、
ご
み
の
減
量
化
、
再
資
源
化
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
が
、
ご
み
の
排
出
量
は
年
々

増
加
し
、
平
成
十
八
年
度
で
は
五
千
七
百
四

十
六
ト
ン
と
排
出
量
抑
制
に
歯
止
め
が
か
か

ら
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。

　
既
に
家
庭
ご
み
の
有
料
化
を
実
施
し
て
い

る
他
市
町
村
で
は
導
入
後
は
減
量
化
、
再
資

源
化
の
効
果
が
大
き
く
、
ご
み
の
排
出
量
が

抑
制
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
大
仙
市
と
と

も
に
有
料
化
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
ご
み
の
減

量
、
再
資
源
化
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
今
後
、
さ
ら
に
細
部
に
つ
い
て
大
仙
市
と

協
議
を
重
ね
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
の
実
施

に
向
け
て「
ご
み
有
料
化
計
画
」を
策
定
し
て

ま
い
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
率
は
据
え
置
き

　
平
成
十
八
年
度
か
ら
の
繰
越
金
が
二
億
九

千
万
円
ほ
ど
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
医
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可
決
・
同
意
さ
れ
た
主
な
議
案

●
美
郷
町
国
民
保
護
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

　
他
国
か
ら
の
武
力
攻
撃
や
大
規
模
テ
ロ
な

ど
か
ら
町
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
を
保
護

す
る
た
め
、
町
の
責
務
や
町
民
の
避
難
に
関

す
る
措
置
な
ど
を
定
め
た
、「
美
郷
町
国
民

保
護
計
画
」が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
詳
し
く

は
18
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

　
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
で
任
期
満
了
と

な
る
人
権
擁
護
委
員
に
、
現
委
員
の
東
海
林

鉄
郎
さ
ん（
石
神
）を
引
き
続
き
推
薦
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

療
、
介
護
と
も
税
率
を
据
え
置
く
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
医
療
費
増
大
の
最
大

の
要
因
と
い
わ
れ
る
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
で
の
対
応
と
な
り
、
現
在
、
運
営
に
つ

い
て
市
町
村
で
協
議
を
進
め
て
お
り
、
制
度

運
用
の
た
め
の
電
算
シ
ス
テ
ム
導
入
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

農
政
課
関
係
に
つ
い
て

　
平
成
十
九
年
度
の
生
産
調
整
対
策
は
、
農

家
別
転
作
目
標
面
積
千
六
百
六
十
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
、
生
産
目
標
数
量
配
分
率
七
十
一
・

九
パ
ー
セ
ン
ト
で
Ｊ
Ａ
・
主
食
集
荷
業
者
に

情
報
提
供
し
、
今
年
度
か
ら
、
全
町
一
律
配

分
と
し
、
農
家
の
皆
様
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
て
お
り
ま
す
。

　
加
工
米
に
つ
い
て
は
、
一
昨
年
か
ら
産
地

意
向
に
よ
る
農
家
の
自
主
的
な
希
望
数
量
の

申
込
み
と
な
っ
て
お
り
、
今
年
度
は
二
百
三
十

四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
申
込
み
が
あ
り
、
昨
年
よ
り

四
十
五
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
減
、
十
六
・
三
四

パ
ー
セ
ン
ト
少
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
新
た
な
経
営
安
定
対
策
で
す
が
、
品
目
横

断
的
経
営
安
定
対
策
へ
の
加
入
の
た
め
集
落

営
農
組
織
五
十
二
組
織
、
農
業
法
人
七
組

織
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
認
定
農
家
二
百

三
十
五
経
営
体
に
対
し
て
加
入
手
続
き
の
説

明
会
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
四
月
二
十
三

日
に
美
郷
町
地
域
担
い
手
育
成
総
合
支
援
協

●
財
産
取
得
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
仙
南
除
雪
セ
ン
タ
ー
に
配
置
す
る
小
型

ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
一
台
に
つ
い
て
、
契
約

額
千
二
百
五
十
六
万
八
千
五
百
円
で
購
入
す

る
こ
と
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

●
美
郷
町
簡
易
水
道
設
置
条
例
の
一
部
改
正

　
に
つ
い
て

　
羽
貫
谷
地
地
区
簡
易
水
道
の
畑
屋
地
区
簡

易
水
道
へ
の
統
合
お
よ
び
給
水
区
域
の
拡
張

に
伴
い
、
設
置
条
例
の
一
部
改
正
を
行
い
ま

し
た
。

●
平
成
十
九
年
度
美
郷
町
一
般
会
計
補
正
予

　
算
第
二
号

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
五
千
五
百
十
一
万
二

千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
予
算
総
額
を
百

十
億
二
千
二
百
九
万
九
千
円
と
し
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
シ
ス
テ

ム
開
発
に
か
か
る
委
託
料（
四
千
八
百
五
十

五
万
二
千
円
）、
児
童
手
当
の
制
度
改
正
に

か
か
る
歳
出
予
算
の
増
額（
千
八
百
九
十
四

万
円
）、
四
月
に
行
っ
た
職
員
の
人
事
異
動

に
伴
う
人
件
費
の
調
整
な
ど
で
す
。

●
平
成
十
九
年
度
美
郷
町
老
人
保
健
特
別
会

　
計
補
正
予
算
第
二
号

　
精
算
に
伴
う
国
・
県
負
担
金
の
歳
入
予
算

の
増
額
、
支
払
基
金
へ
の
償
還
金
の
歳
出
予

算
の
増
額
に
つ
い
て
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

千
六
百
十
二
万
三
千
円
を
増
額
し
、
補
正
後

の
予
算
総
額
を
二
十
六
億
千
七
百
九
十
四
万

八
千
円
と
し
ま
し
た
。

●
平
成
十
九
年
度
美
郷
町
簡
易
水
道
事
業
特

　
別
会
計
補
正
予
算
第
一
号

　
人
件
費
の
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

●
平
成
十
九
年
度
美
郷
町
下
水
道
事
業
特
別

　
会
計
補
正
予
算
第
一
号

　
人
件
費
の
調
整
お
よ
び
事
業
費
の
組
替
え

を
行
い
ま
し
た
。

●
平
成
十
九
年
度
美
郷
町
農
業
集
落
排
水
事

　
業
特
別
会
計
補
正
予
算
第
一
号

　
本
管
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
土
地
購
入
に
と

も
な
い
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
十
四
万
八

千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
予
算
総
額
を
二

億
千
二
百
三
十
八
万
千
円
と
し
ま
し
た
。

議
会
を
開
催
し
、
県
や
農
業
団
体
と
連
携
の

も
と
担
い
手
へ
の
支
援
と
し
て
担
い
手
ア
ク

シ
ョ
ン
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
推
進
し
て
お
り
ま

す
。

地
販
地
消
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　
五
月
十
四
日
に
町
内
の
消
費
者
や
農
業
・

商
工
業
、
観
光
等
関
連
団
体
役
員
二
十
名
に

推
進
会
議
の
委
員
を
委
嘱
し
、
美
郷
町
地
販

地
消
推
進
会
議
が
発
足
し
ま
し
た
。
第
一
回

目
の
意
見
交
換
で
は
、
町
民
の
消
費
活
動
が

ま
ち
づ
く
り
の
大
き
な
推
進
力
に
な
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
い
か
に
地
元
消
費
を
高
め
る
か

が
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

　
消
費
者
の
意
見
を
大
切
に
、
各
構
成
団
体

の
連
携
の
も
と
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
地
域
経

済
や
流
通
の
現
状
を
確
認
し
、
消
費
者
懇
談

会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
併
せ
て
ス
タ
ー
ト

さ
せ
、
町
ぐ
る
み
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
活
動
が
美
郷
町
活
性
化
や
住

民
主
導
の
ま
ち
づ
く
り
に
反
映
さ
れ
る
よ
う

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

国
体
民
泊
受
入
家
庭
の
確
保
に
つ
い
て

　
仙
南
地
区
で
の
現
在
の
民
泊
の
受
入
家
庭

の
状
況
は
新
た
な
申
し
出
も
あ
り
、
登
録
数

は
百
三
十
八
戸
、
宿
泊
可
能
人
数
は
五
百
十

二
人
で
、
必
要
数
に
は
達
し
て
い
ま
す
が
、

引
き
続
き
予
備
家
庭
の
登
録
を
受
付
し
て
お

り
ま
す
。


